
第９７期  決  算  公  告 
 
２０１９年６月２６日 

大阪市北区茶屋町 18番 14号 
株式会社 池 田 泉 州 銀 行 
取締役頭取兼ＣＥＯ 鵜 川  淳 

 
貸借対照表（２０１９年３月３１日現在） 

  

(単位：百万円) 
  

科    目 金    額 科    目 金    額 

(資 産 の 部)    (負 債 の 部)   
現 金 預 け 金 740,142 預 金 4,990,415 
現 金 62,563 当 座 預 金 215,271 
預 け 金 677,578 普 通 預 金 2,529,787 

コ ー ル ロ ー ン 7,127 貯 蓄 預 金 23,608 
買 入 金 銭 債 権 100 通 知 預 金 13,230 
商 品 有 価 証 券 112 定 期 預 金 2,176,684 
商 品 国 債 6 定 期 積 金 10 
商 品 地 方 債 106 そ の 他 の 預 金 31,823 

金 銭 の 信 託 27,003 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 87,321 
有 価 証 券 629,846 借 用 金 112,276 
国 債 64,115 借 入 金 112,276 
地 方 債 60,118 外 国 為 替 408 
社 債 256,712 売 渡 外 国 為 替 326 
株 式 48,356 未 払 外 国 為 替 81 
そ の 他 の 証 券 200,544 そ の 他 負 債 18,829 

貸 出 金 3,926,357 未 払 法 人 税 等 537 
割 引 手 形 19,122 未 払 費 用 2,603 
手 形 貸 付 51,927 前 受 収 益 643 
証 書 貸 付 3,604,379 従 業 員 預 り 金 1,308 
当 座 貸 越 250,928 給 付 補 填 備 金 0 

外 国 為 替 5,514 金 融 派 生 商 品 3,150 
外 国 他 店 預 け 4,451 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 753 
買 入 外 国 為 替 207 リ ー ス 債 務 28 
取 立 外 国 為 替 855 資 産 除 去 債 務 1,564 

そ の 他 資 産 41,439 そ の 他 の 負 債 8,239 
前 払 費 用 343 賞 与 引 当 金 1,035 
未 収 収 益 4,922 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 7 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 2,013 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 611 
金 融 派 生 商 品 2,652 ポ イ ン ト 引 当 金 141 
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 964 偶 発 損 失 引 当 金 799 
そ の 他 の 資 産 30,544 支 払 承 諾 8,492 

有 形 固 定 資 産 34,864 負 債 の 部 合 計 5,220,340 

建 物 15,661  (純 資 産 の 部)  
土 地 15,313 資 本 金 61,385 
リ ー ス 資 産 28 資 本 剰 余 金 88,862 
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 3,861 資 本 準 備 金 26,992 

無 形 固 定 資 産 5,195 そ の 他 資 本 剰 余 金 61,869 
ソ フ ト ウ ェ ア 4,060 利 益 剰 余 金 54,862 
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 1,134 利 益 準 備 金 11,091 

前 払 年 金 費 用 10,347 そ の 他 利 益 剰 余 金 43,770 
繰 延 税 金 資 産 8,123 繰 越 利 益 剰 余 金 43,770 
支 払 承 諾 見 返 8,492 株 主 資 本 合 計 205,110 
貸 倒 引 当 金 △8,587 その他有価証券評価差額金 8,889 
投 資 損 失 引 当 金 △1,874 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △136 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 8,753 

   純 資 産 の 部 合 計 213,864 

資 産 の 部 合 計 5,434,204 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 5,434,204 



損益計算書 
  ２０１８年４月 １日から 

 
  ２０１９年３月３１日まで 

  

 

(単位：百万円) 
  

科         目 金          額 

経 常 収 益       81,315   
資 金 運 用 収 益   49,800     
貸 出 金 利 息   40,348     
有 価 証 券 利 息 配 当 金   8,937     
コ ー ル ロ ー ン 利 息   49     
預 け 金 利 息   378     
そ の 他 の 受 入 利 息   86     

役 務 取 引 等 収 益   16,455     
受 入 為 替 手 数 料   2,489     
そ の 他 の 役 務 収 益   13,965     

そ の 他 業 務 収 益   3,642     
外 国 為 替 売 買 益   1,097     
商 品 有 価 証 券 売 買 益  0    
国 債 等 債 券 売 却 益   2,384     
金 融 派 生 商 品 収 益  160    

そ の 他 経 常 収 益   11,417     
貸 倒 引 当 金 戻 入 益  501    
償 却 債 権 取 立 益   501     
株 式 等 売 却 益   9,348     
金 銭 の 信 託 運 用 益   108     
そ の 他 の 経 常 収 益   957     

経 常 費 用     73,358   
資 金 調 達 費 用   5,072     
預 金 利 息   1,752     
譲 渡 性 預 金 利 息   1     
コ ー ル マ ネ ー 利 息   6     
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息   2,031     
借 用 金 利 息   345     
社 債 利 息   167     
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息   762     
そ の 他 の 支 払 利 息   5     

役 務 取 引 等 費 用   8,800     
支 払 為 替 手 数 料   606     
そ の 他 の 役 務 費 用   8,193     

そ の 他 業 務 費 用   11,717     
国 債 等 債 券 売 却 損   11,717     

営 業 経 費   43,179     
そ の 他 経 常 費 用   4,587     
貸 出 金 償 却   2,979     
株 式 等 売 却 損   0     
株 式 等 償 却   405     
金 銭 の 信 託 運 用 損   324     
そ の 他 の 経 常 費 用   877     

経 常 利 益     7,957  
  



(単位：百万円) 
  

科         目 金          額 

特 別 利 益     32   

固 定 資 産 処 分 益  10    

株 式 報 酬 受 入 益   22     

特 別 損 失     2,215   

固 定 資 産 処 分 損   114     

減 損 損 失   2,101     

税 引 前 当 期 純 利 益     5,774   

法人税、住民税及び事業税   △40     

法 人 税 等 調 整 額   100     

法 人 税 等 合 計     60   

当 期 純 利 益     5,713   
            

 

  



個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子

会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券につ

いては原則として決算日の市場価格等（株式及び投資信託については決算日前１カ月の市場価格等

の平均）に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極め

て困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価

証券の評価は、時価法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 有形固定資産は、定額法を採用しております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～50年 

その他  ２年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額について

は、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とし

ております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

  



６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づ

き計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は30,816百万円であります。 

(2) 投資損失引当金 

 投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案し

て必要と認められる額を計上しております。 

(3) 賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職

給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま

す。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定額法によ

り損益処理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年～12年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(6) 睡眠預金払戻損失引当金 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(7) ポイント引当金 

 ポイント引当金は、ポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを

金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を見積り、必要と認められる額を計上しており

ます。 

(8) 偶発損失引当金 

 偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能

性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。 

  



７．リース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年４月１日前に開始する

事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品

会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第

24号 平成14年２月13日。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジ

又は時価ヘッジによっております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査

委員会報告第25号 平成14年７月29日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワッ

プ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合

うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価

しております。 

９．消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。た

だし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

10．連結納税制度の適用 

 当行及び親会社並びに一部の連結される子会社は法人税法（昭和40年法律第34号）に規定する連結

納税制度を適用しております。 

 
 
注記事項 

(貸借対照表関係) 

１．関係会社の株式及び出資金総額（親会社株式を除く） 19,487百万円 

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、国債に18,855百万円含

まれております。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は790百万円、延滞債権額は24,934百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和

40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生

じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は111百万円であります。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4,732百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 30,569 百

万円であります。 

  



 なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保とい

う方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、19,347百万円であります。 

８．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本

公認会計士協会会計制度委員会報告第３号 平成26年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出

金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、11,570百万円であります。 

９．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 269,454 百万円 

その他の資産 97 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 3,592 百万円 

債券貸借取引受入担保金 87,321 百万円 

借入金 100,502 百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券1,003百

万円を差し入れております。 

 また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金は20,000百万円、保証金は4,464百万円及び先

物取引負担金は503百万円が含まれております。 

10．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、723,471百万円であります。この

うち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が708,253百万円あ

ります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め

ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

11．有形固定資産の減価償却累計額    45,770百万円 

12．有形固定資産の圧縮記帳額        374百万円 

13．｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る当行の保証債務の額は16,274百万円であります。 

14．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部については、所有権移転外ファイナン

ス・リース契約により使用しております。 

15．関係会社に対する金銭債権総額     19,946百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額     45,298百万円 

17. 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかか

わらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利

益準備金として計上しております。 

 当事業年度における当該剰余金の配当に係る資本準備金及び利益準備金の計上額は及び 3,064 百万

円及び 1,120百万円であります。 

18. 銀行法施行規則第 19条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、

8.63％であります。 

  



(損益計算書関係) 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 1,383 百万円 

役務取引等に係る収益総額 1,153 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 91 百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 2 百万円 

役務取引等に係る費用総額 3,456 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 67 百万円 

営業経費総額 1,517 百万円 

２．｢その他の経常費用」には、保証協会負担金355百万円及び投資損失引当金繰入額106百万円を含ん

でおります。 

３．当事業年度において、下記の資産について、使用方法の変更に伴い、投資額の回収が見込めなくな

ったことから、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

地域 主な用途 種類 減損損失（百万円） 

大阪府 営業用店舗21カ所 土地・建物等 1,393 

大阪府 福利厚生施設３カ所 土地・建物等 337 

兵庫県 営業用店舗５カ店 建物等 365 

兵庫県 福利厚生施設１カ所 建物 4 

合計 ― ― 2,101 

 当行は、原則として、継続的に収支の管理・把握をしている管理会計上の最小単位である営

業用店舗単位で、グルーピングを行っております。また、本店、研修所、集中センター、福利

厚生施設などの独立したキャッシュ・フローを生み出さない資産は共用資産としております。 

 減損損失の測定に使用した回収可能額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額であ

ります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定しております。

使用価値につきましては、使用期間が短期間であることから、割引計算を行っておりません。 

  



(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当行は、地域金融機関として各種金融サービスに係る事業を行っています。主たる業務である預

金業務、貸出業務ならびに有価証券運用等のマーケット業務において、金利変動及び市場価格の変

動を伴う金融資産及び金融負債を有しています。市場環境等の変化に応じた戦略目標等の策定に資

するため、これらの資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行うとともに、その一環として、デリ

バティブ取引を行っています。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 当行が保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約

不履行によってもたらされる信用リスク及び金利の変動リスクに晒されています。 

 また、保有有価証券は、主に株式、債券、投資信託等であり、その他有価証券として、純投資目

的及び政策投資目的で保有しているほか、一部は満期保有目的の債券、売買目的有価証券として保

有しています。 

 これらは、それぞれ発行体の信用リスク及びマーケット（金利・株価・為替等）の変動に伴う市

場リスクに晒されています。 

 主な金融負債である預金については、予期せぬ資金流出が発生するなどの流動性リスクが存在し

ます。また、そのほかの調達資金については、一定の環境の下で当行が市場を利用できなくなる場

合等において必要な資金が確保できない、あるいは、通常よりも高い金利での資金調達を余儀なく

されるといった流動性リスクに晒されています。また、これらの金融負債は、金融資産と同様、金

利変動リスクに晒されています。 

 デリバティブ取引は、顧客ニーズへの対応や、資産・負債のリスクコントロール手段を主な目的

として利用しています。また、トレーディング（短期的な売買差益獲得）の一環として、債券や株

式の先物取引等を利用しています。これらのデリバティブ取引は、取引相手先の契約不履行などに

係る信用リスク（カウンターパーティーリスク）及びマーケット（金利・株価・為替等）の変動に

伴う市場リスクに晒されています。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 当行は、フロント部門から独立したリスク管理部署を設置し、リスク管理についての基本方針を

定めています。具体的には、リスク管理に関する体制及びリスク管理基本規定等の諸規定を取締役

会で定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明確にするとともに、それらを統括するリスク管理統

括部署を設置しています。 

 さらに、「リスク管理委員会」並びに「ＡＬＭ委員会」を設置し、当行のリスクの状況を把握す

るとともに、課題及び対応策を審議しています。それらの審議事項を取締役会等に付議・報告する

ことにより、経営レベルでの実効性のあるリスク管理体制を構築しています。 

 

① 統合的リスク管理 

 当行は、当行のリスク管理基本規定及び統合的リスク管理に関する諸規定に従い、統合的リス

ク管理を行っています。 

具体的には、自己資本比率の算定に含まれない与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等も含

めて、信用リスクや市場リスク等のリスクカテゴリー毎の方法で評価したリスクを統合的に捉え、

経営体力（自己資本）と対比することによって、統合的な管理を行っています。 

  



② 信用リスクの管理 

 当行は、当行の信用リスク管理規定及び信用リスク管理に関する諸規定に従い、与信ポートフ

ォリオの分析・管理を行っています。また、個別案件の与信管理については、審査、内部格付、

資産自己査定等の体制を整備し運営しています。 

 これらの与信管理は、各営業店、審査部署、リスク管理部署により行われ、有価証券の発行体

の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクについても、リスク管理部署

が、信用情報や時価の把握をモニタリングし、定期的に取締役会等へ報告を行っております。 

 さらに、与信管理の状況については、監査部署が監査をしています。 

 

③ 市場リスクの管理 

(ⅰ)市場リスク管理 

 当行は、当行の市場リスク管理規定及び市場リスク管理に関する諸規定に従い、マーケット

（金利・株価・為替等）の変動に伴う市場リスクの管理を行っています。具体的には、リスク

管理部署がバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を用いて市場リスク量を把握するとともに、

市場リスク量を一定の範囲内にコントロールすることを目的として、継続的なモニタリングを

実施し、リスク限度額の遵守状況を監視しています。有価証券については、上記のリスク限度

額管理に加えて、損失に上限を設定し、管理しています。なお、これらの情報はリスク管理部

署から、リスク管理委員会及び取締役会へ定期的に報告されています。 

 また、ＡＬＭ委員会において、資産・負債構造ならびに金利リスクの把握・確認を行うとと

もに、今後の対応等の協議を行っています。具体的には、ＡＬＭ担当部署において金融資産及

び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等を行うことにより、

安定的かつ継続的な収益の確保に努めています。 

 なお、外為取引や外債投資等の為替リスクを伴う取引を行っていますが、為替持高をできる

だけスクウェアに近い状態にすることで、為替リスクの低減に努めています。 

(ⅱ)デリバティブ取引 

 デリバティブ取引に関しては、取引の執行、リスク管理、事務管理に関する部門をそれぞれ

分離し内部牽制を図るとともに、市場リスク管理に関する諸規定に従い取引を行っています。 

(ⅲ)市場リスクに係る定量的情報 

 市場リスクは他のリスクに比べて日々の変動が大きいため、当行では、預金、貸出金や有価

証券などの金融商品の市場リスク量を、ＶａＲを用いて日次で把握、管理しています。 

 このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法（保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測

期間240営業日）を採用しています。 

 2019年３月31日(当期の決算日)現在で当行の金融商品の市場リスク量（損失額の推計値）は、

金利が111億円、株式が111億円となっています。また、相関を考慮した市場リスク量全体では

216億円となっています。 

 なお、当行では、金融商品のうち市場変動の影響が大きい有価証券関連のＶａＲについて、

市場リスク計測モデルの正確性を検証するために、モデルが算出した保有期間１日のＶａＲと

実際の損益を比較するバックテスティングを実施しています。 

 ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リス

ク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは

捕捉できない場合があります。 

  



④ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当行は、当行の資金流動性リスク管理規定及び資金流動性リスク管理に関する諸規定に従い、

資金調達に係る流動性リスクの管理を行っています。 

 具体的には、ＡＬＭ担当部署や資金為替担当部署が、全体の運用・調達状況を適時適切に把握

するとともに、保有資産の流動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、市場環境を考慮した長

短の調達バランスの調整などによって、安定した資金繰りの確保に努めています。 

 また、リスク管理部署は、短期間に資金化可能な流動性準備資産額を定期的に確認することで、

流動性リスク顕現化時の対応力を把握するとともに、資金繰り管理の適切性をモニタリングし、

リスク管理委員会や取締役会等に報告しています。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれています。 

 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。 

  



２．金融商品の時価等に関する事項 

 2019年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません

（（注２）参照）。 

   (単位：百万円) 

  
貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

(1) 現金預け金 740,142 740,142 － 

(2) コールローン及び買入手形 7,127 7,127 － 

(3) 買入金銭債権（＊１） 100 100 － 

(4) 商品有価証券    

  売買目的有価証券 112 112 － 

(5) 金銭の信託 27,003 27,003 － 

(6) 有価証券    

  満期保有目的の債券 1,000 1,005 5 

  その他有価証券 600,028 600,028 － 

(7) 貸出金 3,926,357   

   貸倒引当金（＊１） △8,299   

  3,918,057 3,925,344 7,286 

(8) 外国為替（＊１） 5,514 5,514 0 

資産計 5,299,086 5,306,378 7,291 

(1) 預金 4,990,415 4,990,403 △12 

(2) 債券貸借取引受入担保金 87,321 87,321 － 

(3) 借用金 112,276 112,275 △1 

(4) 外国為替 408 408 － 

負債計 5,190,422 5,190,409 △13 

デリバティブ取引（＊２）       

 ヘッジ会計が適用されていないもの 194 194 － 

 ヘッジ会計が適用されているもの (692) (692) － 

デリバティブ取引計 (498) (498) － 
  

(＊１)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債

権及び外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、貸借対照表計上額から直

接減額しております。 

(＊２)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、（ ）で表示しております。 

  



（注１） 金融商品の時価の算定方法 

 

資 産 

(1) 現金預け金 

 満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。満期のある預け金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

(2) コールローン及び買入手形 

 これらは、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。 

 

(3) 買入金銭債権 

 ファクタリング業務に係る債権は、貸出金と同様の方法により算定しております。 

 

(4) 商品有価証券 

 ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融

機関から提示された価格によっております。 

 

(5) 金銭の信託 

 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証

券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によ

っております。 

 なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信託関係）」に記載し

ております。 

 

(6) 有価証券 

 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

 自行保証付私募債は、貸出金と同様の方法により算定しております。 

 なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しており

ます。 

 

(7) 貸出金 

 貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実

行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金

の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。な

お、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

 また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロ

ーの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価

は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、

当該価額を時価としております。 

 貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないも

のについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定され

るため、帳簿価額を時価としております。 

  



(8) 外国為替 

 外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、輸出手形・旅行小切手等（買入外国

為替）及び輸入手形による手形貸付（取立外国為替）であります。これらは、満期のない預け金、又

は約定期間が短期間（１年以内）であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額を時価としております。 

  

負 債 

(1) 預金 

 要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在

価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いておりま

す。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額を時価としております。 

  

(2) 債券貸借取引受入担保金 

 約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を

時価としております。 

  

(3) 借用金 

 借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行

後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額

を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合

計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期

間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。 

  

(4) 外国為替 

 外国為替は、売渡外国為替及び未払外国為替であり、これらは、約定期間が短期間（１年以内）で

あり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

  

デリバティブ取引 

 デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引

（通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）

であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっており

ます。 

  

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時

価情報の「資産(6) その他有価証券」には含まれておりません。 

  
 (単位：百万円) 

区分 貸借対照表計上額 

① 非上場株式（＊１）（＊２） 4,618 

② 組合出資金（＊３） 4,705 

③ その他 5 

合計 9,329 
  

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当事業年度において、非上場株式について減損処理額はありません。 

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められる

もので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

  



(有価証券関係) 

 貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含

まれております。 

１．売買目的有価証券（2019年３月31日現在） 
 

  
当事業年度の損益に含まれた 

評価差額（百万円) 

売買目的有価証券 △0 

 

２．満期保有目的の債券（2019年３月31日現在） 
 

  種類 
貸借対照表 

計上額（百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

時価が貸借対照表計上
額を超えるもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 1,000 1,005 5 

小 計 1,000 1,005 5 

時価が貸借対照表計上
額を超えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小 計 － － － 

合 計 1,000 1,005 5 

 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2019年３月31日現在） 

 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは該当ありません。 

 なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、

以下のとおりであります。 
 

  貸借対照表計上額（百万円) 

子会社・子法人等株式 19,487 

関連法人等株式 0 

合計 19,487 

 

  



４．その他有価証券（2019年３月31日現在） 
 

  種類 
貸借対照表 

計上額（百万円) 
取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 24,445 12,593 11,851 

債券 246,480 245,332 1,147 

 国債 64,115 63,958 156 

 地方債 36,531 36,448 83 

 短期社債 － － － 

 社債 145,833 144,925 907 

その他 75,063 70,314 4,749 

小 計 345,988 328,240 17,748 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないも
の 

株式 3,341 4,237 △896 

債券 134,466 134,540 △74 

 国債 － － － 

 地方債 23,586 23,620 △33 

 短期社債 － － － 

 社債 110,879 110,919 △40 

その他 116,231 121,481 △5,249 

小 計 254,039 260,259 △6,219 

合 計 600,028 588,499 11,529 

  

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 
 

  貸借対照表計上額（百万円) 

株式 4,618 

組合出資金 4,705 

その他 5 

合計 9,329 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表

の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

 該当ありません。 

 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 
 

  
売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

株式 15,441 9,299 － 

債券 1,299 1 0 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

 短期社債 － － － 

 社債 1,299 1 0 

その他 151,091 579 9,276 

合 計 167,832 9,880 9,276 

 

  



７．減損処理を行った有価証券 

 売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該

有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがある

と認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当

事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

 当事業年度における減損処理額は、405百万円（すべて株式）であります。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に比べて時価が50％以上下落

した場合、または、時価が30％以上50％未満下落した場合においては、過去の一定期間における時価

の推移並びに当該発行会社の信用リスク等を勘案した基準により行っております。 

 

(金銭の信託関係) 

１．運用目的の金銭の信託（2019年３月31日現在） 
 

  
貸借対照表計上額 

(百万円) 
当事業年度の損益に含まれた 

評価差額(百万円) 

運用目的の金銭の信託 27,003 △80 

 

２．満期保有目的の金銭の信託（2019年３月31日現在） 

 該当ありません。 

 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2019年３月31日現在） 

 該当ありません。 

  

(税効果会計関係) 

繰延税金資産   

 貸倒引当金 9,204 百万円 

 有価証券評価損 5,478  

 繰越欠損金(注２） 4,930  

 減価償却費 744  

 投資損失引当金 573  

 資産除去債務 478  

 賞与引当金 316  

 固定資産減損 201  

 その他有価証券評価差額金 8  

 その他 2,451  

繰延税金資産小計 24,389  

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △3,725  

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △8,640  

評価性引当額小計(注１) △12,365  

繰延税金資産合計 12,023  

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △2,639  

 退職給付信託返還株式 △647  

 前払年金費用 △397  

 未収配当金益金不算入 △130  

 その他 △85  

繰延税金負債合計 △3,900  

繰延税金資産の純額 8,123 百万円 

  



（注１）評価性引当額が3,370百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等
に関する評価性引当額の減少によるものであります。 

（注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 
    当事業年度（2019年３月31日） 

 
１年以内 
(百万円) 

１年超 
２年以内
(百万円)  

２年超 
３年以内 
(百万円) 

３年超 
４年以内 
(百万円) 

４年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超 
(百万円)  

合計 
(百万円)  

税務上の繰越
欠損金（*１） 

― ― 0 0 ― 4,930 4,930 

評価性引当額 ― ― △0 △0 ― △3,724 △3,725 

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 1,205 (*2)1,205 

 （*１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 （*２）税務上の繰越欠損金4,930百万円について、繰延税金資産1,205百万円を計上しております。当該

税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。 
  

(表示方法の変更) 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税

効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度から適用し、税効果会計基準一部改正第３項から第５

項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注

９)に記載された内容を追加しております。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 4,047円61銭 

１株当たりの当期純利益金額 108円13銭 

 

(関連当事者との取引) 

１．親会社及び法人主要株主等 
 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等 
の所有(被 
所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科 目 
期末残高 
(百万円) 

親会社 
株式会社池田 
泉州ホールデ 
ィ ン グ ス 

大阪市 
北区 

102,999 
銀行持 
株会社 

(被所有) 
直接100.0％ 

経営管理等 
役員の兼任 

経営管理 
料の支払 

733 ― ― 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注１．経営管理契約については、一般的な取引条件で行っております。 

２．経営管理料の支払については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

２．関連会社等 
 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等 
の所有(被 
所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科 目 
期末残高 
(百万円) 

子会社 
池田泉州信用 
保証株式会社 

大阪府 
池田市 

180 
住宅ロー

ン 
等の保証 

(所有) 
直接100.0％ 
間接  －％ 

当行貸出 
金の保証 

貸出金の 
保 証 

999,441 ― ― 

保証料の 
支 払 

361 未払費用 30 

代位弁済 
の 受 入 

817 ― ― 

子会社 
近畿信用保証 
株 式 会 社 

大阪府 
貝塚市 

100 
住宅ロー

ン 
等の保証 

(所有) 
直接100.0％ 
間接  －％ 

当行貸出 
金の保証 

貸出金の 
保 証 

729,472 ― ― 

保証料の 
支 払 

1,448 未払費用 116 

代位弁済 
の 受 入 

2,450 ― ― 

  



 取引条件及び取引条件の決定方針等 

注１．貸出金の被保証については、一般的な取引条件で行っております。 

２．保証料の支払については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

 

３．役員及び個人主要株主等 
 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等 
の所有(被 
所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科 目 
期末残高 
(百万円) 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社 

有限会社渋七
（ 注 ２ ） 

大阪府
池田市 

3 
不動産賃
貸業 

― 銀行取引 
金銭貸借
取引 

― 
証書貸付 
未収収益 
前受収益 

316 
0 
0 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注１．金銭貸借取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．当行取締役細見恭樹及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。 

  

(企業結合等関係) 

 該当ありません。 

 

(重要な後発事象) 

 該当ありません。 


